
1． 業務名

　・市内体育館定期清掃業務

2． 業務委託期間

　・契約締結日の翌日～令和７年１０月３１日まで

3． 業務内容

（１）鷹巣体育館 （メイン395㎡、サブ及び渡り廊下95㎡）

（２）合川体育館 （465㎡）

（３）森吉総合スポーツセンター （478㎡）

（４）阿仁体育館 （235㎡）

（５）北健康増進センター （145㎡）

（６）前田体育館 （156㎡）

（１）合川体育館２階多目的スペース（240㎡）

（２）森吉総合スポーツセンター２階部分（596㎡）

４． 器具資材等の負担

　・業務実施に要する機械・器具及び材料はすべて受託者の負担とする。

５． 光熱水費の負担

　・業務実施に要する電気・水道等の光熱水費はすべて委託者の負担とする。

６． 守秘義務

　・本業務にあたって知り得た相互の秘密を第三者に漏らしてはならない。

７． 損害賠償の責任

８． その他

　・その他の事項については、その都度協議のうえ定めるものとする。

○ 床清掃・ワックス塗布

　・受託者の責に帰する事由により、委託者もしくは第三者に損害を与えた場合は、受託者はその損害を

　　賠償しなければならない。

① 塵埃を掃除機又は自在箒等で除塵する。

④ 体育館用樹脂ワックスを均等に塗布（2回）する。

② 電気ポリッシャーを使用して、床面を研磨し汚れを取り除く。

　 機械の届かない床面コーナーはハンディパットで研磨する。

③ 研磨後、掃除機又はダストモップで塵を除去する。汚れが残っている場合は、水拭きをする。

① ウエスタオル又はウオッシャーに適正な洗剤を希釈した液をたっぷり含ませ、ガラス面（内側）を洗浄する。

② ①をガラススクイジーを使用し汚水を切る。汚水が残った所はタオルで拭き取る。

③ 手が届かない所は、脚立を使用する。

④ 外面は、タッカーで洗浄する。

業　務　仕　様　書

○ 窓ガラス清掃


